
居宅訪問型保育事業
（ベビーシッター）集団指導

相模原市こども・若者未来局保育課
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令和６年度

相模原市マスコットキャラクター
「さがみん」



本日の流れ

第１章 認可外保育施設の制度について

第２章 認可外保育施設指導監督基準について

第３章 幼児教育・保育の無償化について

第４章 事故防止について

第５章 その他
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第１章 認可外保育施設の制度について
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児童福祉法第６条の3第9項から第12
項までに規定する業務又は第39条第
1項に規定する業務（就学前児童の保
育）を目的とする施設であって、同法
第34条の15第2項若しくは第35条第4
項の認可又は、就学前の子どもに関
する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律第17条第1項の認
可を受けていない保育施設。

居宅訪問型
保育事業は
認可外施設
に該当！

概要

認定こども園

認 可

認可保育所

地域型保育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
事業所内保育事業

事業所内保育施設（企業主導
型保育施設）
院内保育施設

その他施設（事業所内、院内、
ベビーホテル以外）
ベビーホテル

居宅訪問型保育事業（いわゆる
ベビーシッター）

認可外
認定保育室



届出の義務
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規定による届出をせず、又は、虚偽の届出をしたものは、５０万以下の過料
に処する。（児童福祉法第６２条の４、児童福祉法施行令第45条の３）

＼＼届出（設置届、変更届、休止・廃止届）／／

（1）届出先 ： 保育課
（2）届出期限：届が必要となる事由が発生してから1か月以内
（3）届出方法等
【設置届】事前相談後、後日添付書類とともに提出

市ホームページから入手できません。事前相談後に
様式を送付します。

【変更届、休止・廃止届】メール添付もしくは持参
市ホームページから入手可能です。
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添付資料
（１）施設の案内リーフレット等（利用者向けに配布等を行っているもの）
（２）保険会社との契約書類の写し
（３）保育従事者のうち有資格者の資格が確認できる書類
（４）研修の終了者について、修了証書等の研修終了が確認できる書類
（５）子どもの預かりサービスマッチチングサイトを利用する事業者は、そ
のサイトにおけて提供するサービスの内容に関する情報が掲載された
ページの写し 等

＼設置届（第1号様式）／

提出が必要となる場合「児童福祉法第59条の２第1項」
▶ 新たに居宅訪問型保育事業をはじめる場合
▶ 休止していた居宅訪問型保育事業を再開する場合
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忘れずに提
出ください。

メールアドレス等の変更がある場合は
メールアドレス：hoiku@city.sagamihara.kanagawa.jp宛へ報告ください。

＼ 変更届（第2号様式） ／

設置届出後に次の内容に変更等があった場合は1か月以内に保育
課まで届出をしてください。
「児童福祉法施行規則第49条の4」

▶ 施設の名称及び所在地
▶ 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
▶ 建物その他の設備の規模及び構造(法人）
▶ 施設の管理者の氏名及び住所
▶ 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受け
たか否かの別（受けたことがある場合には、その命令のないようを含む。）

▶ その他(必要と認められるもの）等

mailto:hoiku@city.sagamihara.kanagawa.jp


7

【 罰 則 】
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。「児童福祉法第62条の4、
児童福祉法施行令第４５条の３」
【 留 意 事項】
ベビーシッターのマッチングサイトに登録している場合や、派遣会社に所属している場合であっても、法
令上の届出が必要です。

＼ 休止・廃止届（第3号様式） ／

届出が必要となる場合
休止又は廃止する場合「児童福祉法第59条の2第2項」
▶ 県外に移転する場合は廃止届
▶ 休止届出後、再開するときは、再度、施設設置届を提出

添付書類： 特になし



報告

8

詳しくは次のページ

市保育課
へ報告

原則メールで
提出

設置者は、相模原市に、定例的に、施設の運営状況を報告するとともに、施設
内で事故が生じた場合には随時報告を行うことが義務付けられている。

「児童福祉法第59条第1項及び同条2の5第1項」

〇報告が必要となる施設

全ての認可外保育施設（居宅訪問型保育（ベビーシッター）も含む）

〇提出先と提出方法

定例報告・随時報告
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期日を守りましょう
翌年3月に提出がない
ように・・・・。

＼定例報告（運営状況報告）／

①年度当初の定例報告「第4号様式」
毎年4月1日の運営状況を4月末までに報告

②年度途中の定例報告「第5号様式」
毎年10月1日の運営状況を10月末までに報告

（入所児童数報告）

＼臨時報告（特別報告）／

①事故報告
・保育中に、死亡事故、治療期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故、意
識不明事故、食中毒等の重大な事故が生じた場合、発生後速やかに報告
する。
・特に重大な事故（乳幼児の死亡）は電話にて至急報告のうえ、書面で報告
するようにする。（第一報、第二報）

②長期滞在児童報告
・２４時間かつ５日程度以上滞在している児童がいる場合は書面で報告する。



指導監督
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相模原市では、立入調査に代えて、集団指導と書面による検査を実施して
います。

＼指導監督／

▶ 認可外保育施設に対し、施設が提供する保育の質を確保し、児童の安全確
保を図る観点から、立入調査を行います。 「児童福祉法第59条第1項」
▶ ベビーシッターに対する指導については、立入調査に代えて、集団指導を年1
回以上行う。ことも可とされています。

「認可外保育施設指導監督の指針（平成13年3月29日付け雇児発第177号厚
生労働省雇用均等・児童家庭局通知別紙 令和4年9月14日最終改定）」
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▶ ベビーシッターに対する立入り調査を行う場合があります。
次のような場合には、前ページ２にかかわらず立ち入り調査を行ないます。
・苦情等の内容が深刻で、苦情件数多い場合
・研修を長期間受講していない保育従事者が多い場合（事業者が対象）
・死亡事故発生した場合（特に重大な事故）
・その他市が必要と判断する場合

▶ 罰 則
児童福祉法
第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号～第6号（略）
第7号 正当な理由がないのに、第59条第1項の規定による報告をせず、若しく
は虚偽の報告をし、同項の規定による立入り調査を拒み、妨げ、若しくは忌避
し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし
た者
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『認可外保育施設指導監督基準に適合している場合（証明書未交付施設）』
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付いたしします。

＊改善報告書にて改善が確認された場合、証明書交付施設には、『認可外保育施設指導監督基
準を満たす旨の証明書』を交付いたします。
なお、証明書交付済施設で改善が確認されない場合は証明書の返還をもとめます。証明書返還
後、再度基準を満たしているか確認し、基準項目を満たしていると確認された場合に証明書が再
交付されます。

①〆切を守ってご提出ください。

②添付資料も一緒にご提出ください。

初めて
書面検
査を受
ける方

はじめて
集団指導
を受講す
る方

＋

▶ 集団指導の流れ
● 事業者

・集団指導の受講（受講確認手続き）
・書面検査にかかる提出資料と添付書類の提出

〇 相模原市
・受講確認データ及び書面検査にかかる提出資料と、添付書類を確認
・認可外保育施設指導監督基準への適合を確認し結果通知を送付

〇指摘事項がある場合
・結果通知が届きましたら、改善報告書の提出をしていただきます。期限は30日以内、
提出が遅れる場合は、遅延理由書の提出をしていただくことでプラス1カ月程度



参考
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①設置届（変更届）、運営状況報告書等により施設の状況把握
▼
②実施通知の送付
▼
③立入調査の実施
（居宅訪問型保育事業者については、立入調査に代えて集団指導を実施）
▼
④調査結果の通知（居宅訪問型保育事業者については、書面検査シート等）
▼
⑤改善結果報告書の提出（30日以内）
▼ 期日までに改善結果報告書提出できない場合、

遅延理由書の提出することで３０日延期

⑥改善結果報告書の確認・再指導等
▼
⑦認可外施設基準を満たしている旨の証明(無償化対象施設となる）

●通常の立入調査の流れ

改善されない。
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●勧告公表停止（閉鎖）の場合

●臨時立入調査の流れ

・著しく不適正な保育内容や保育環境
・著しく利用児童の安全性に問題がある場合 改善勧告

▼
改善状況報告書の確認
▼
（勧告に従わない場合）
▼
公表
▼
（弁明の機会の付与）

▼
業務停止命令また施設閉鎖命令

児童福祉法第５９条
第３項から第５項

▶ 死亡事故等の重大事故が発生した場合

▶ 児童の生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれが認められた場合(通報、苦情、相談とう
により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合を含む）また、寄せられた
情報等で児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合など ▶ 特別立入調査

【事例発生】
立入調査の実施
▼
調査結果を通知
▼

改善結果報告書の提出（３０
日以内）
▼
改善結果報告書の確認
※改善されない
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第2章 認可外保育施設指導監督基準について

保育に従事する者の数及び資格
指導基準 第１

満たしていない方は
９月末までに子育て
支援員研修を！！

１ 原則、保育に従事する者1人に対し乳幼児1人の保育です。
▶ 当該乳幼児が、その兄弟姉妹と一緒に利用しているなどの場合であって、か
つ、保護者が契約において複数名での保育に同意しているときには、これを
適用しないことができます。

２ 保育に従事する者は以下のいずれかを満たす必要がある。

▶ 保育士の資格を有する。
▶ 看護師（准看護士を含む）の資格を有する。
▶ 都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修（子育て支援員等）等修了
している。

３ 保育士でないものの名称について

▶ 保育士でない者を、保育士又は、保母、保父等、紛らわしい名称で使用してはい
けません。
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非常災害に対する措置／保育室を2階以上に設ける場合の条件
指導基準 第３／第４

1 防災上の必要な措置を講じてください。

▶ 火災、地震の災害発生時における対処方法等（避難経路や消火用具等の
場所の確認を含む）についてあらかじめ検討し、避難訓練等を実施すること
が必要です.。

●法人事業者は、上記項目について定めた業務マニュアルを整備する必要があります。

指導基準 第２
保育室等の構造、設備及び面積

１ 事業の運営を行うために必要な広さ及び専用区域を設ける必要があ
ります。
▶ 事業所は事務所が必要です。
▶ 乳幼児の居宅内で保育するスペースを確保しましょう。

２ 保育の実施に必要な備品等を備えるように保護者に協力を求めてく
ください。
▶ 玩具、救急用品等の子どもの健康や安全管理に関わるもの等



17

●法人事業者は、上記項目について定めた業務マニュアルを整備する必要があります。

指導基準 第５
保育内容

１ 保育所保育指針を参考に適切な保育を実施してください。

▶ 乳幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握してください。
▶ 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバラン
スよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように十分な
配慮をしてください。

▶ 乳幼児の生活リズムに沿った保育を実施してください。
▶ 乳幼児に対して漫然とテレビを見せ続けるなど、乳幼児への関わ
りが少ない「放任的」な保育をしていませんか。
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※昨年の指導監督において研修の未受講の方が見受けられました。年に一度は、質の高い保育を提
供するために研修の受講をお願いします。

２ 保育に従事する者の人間性と専門性を図ってください。
▶ 保育所保育指針を理解する機会などを設けてください。

●法人事業者は、上記項目について定めた業務マニュアルを整備する必要があります.また、研修計
画 を、作成し、保育従事者に対し、研修を実施する必要があります。

３ 乳幼児の人権に対し十分な配慮をしてください。

▶ 乳幼児に身体的及び精神的苦痛等を与えたり、人格をとがめたりしてい
はいけません。

４ 児童相談所等の専門的機関との連携を図ってください。
◇虐待等不適切な養育が疑われる場合 ▶ ▶ ▶ 専門機関に相談を！！

５ 保護者との密接な連絡及び緊急時の連絡体制を整えてください。

▶ 連絡帳やその他方法により、保護者と密接な連絡が必要です。
（保護者からは家庭での様子、保育に従事する者からは保育中の様子）

▶ 緊急時に保護者やかかりつけ医等に早急に連絡ができるよう、緊急連絡先
を把握することが必要です。
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指導基準 第６
給食（食事を提供する場合）

１ 食器等の適切な衛生管理をしてください。

食器類やふきん、哺乳瓶等を使用する場合は、衛生面等必要な注意
を払い、配膳にも注意を払ってください。

２ 乳幼児の年齢や発達、健康状態（アレルギー疾患等）に配慮した対
応を実施してくさい。

ミルクを与えた後にゲップをさせる。離乳食摂取後の状況に注意をは
らってください。また、アレルギー疾患等を有する乳幼児に対して適
切な対応を行ってください。
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※昨年度指導監督では、健康診断未受診の方が見受けられました。 年に１回は健康診断の受診をお
願いします。食事の提供をする場合は月に1回検便検査をしてください。

指導基準 第７健康管理・安全確保

1 乳幼児1人1人の健康状態を観察してください。

▶ 預かりの際は保護者から健康状態の報告を受け、引き渡しの際は状態を報告する。

２ 職員の健康診断や実情に応じた検便の実施をしてください。

▶ 採用時および1年に1回の健康診断の実施、食事を提供する場合は検便の実施など。

３ 感染予防のための対策を行なってください。

▶ 手指の衛生や咳エチケットの実施等の感染予防策を行ってください。

●法人事業者は、感染予防の業務マニュアルを整備する必要があります。

４ 乳幼児突然死症候群への注意を払ってください。

▶ 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態、仰向け寝の徹底など。
睡眠チェックは、 0、１歳児は5分おき、２歳以上は１５分おきに 、その様
子を記録する。

●法人事業者は、業務マニュアルを整備する必要があります。



５ 「安全計画」を策定し、安全確保に配慮した保育を実施してください。
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▶ 職員、保護者に対し安全計画について周知する。

▶ 計画に基づき定期的な訓練を実施し、適宜見直しを図る。
▶ 保育場所(居宅）、設備、居宅外の安全点検→月ごと重点に点検する箇所を定める。

▶ マニュアルの策定共有

●法人事業者は、策定した事故防止や非常時対応マニュアルの策定時期や見直し時期等計画
に盛り込む。また職員周知をする。

▶ 児童保護者に対する安全指導→居宅内での生活におえける安全、災害や事故発生
時の対応、交通安全等に関する指導をいつ行うのか定める。保護者との共有時期も
定める。

▶ 実践的な訓練研修→事前に受講を希望する訓練や研修を把握し計画に定める。
●法人事業者は、安全計画に定める研修及び訓練を定期的に実施する必要があります。また、
職員に対して安全計画を周知する必要があります。
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６ 安全確保
次の事項について理解した上で取り組んでください。

▶ 保育を始める前に玩具、遊具等室内の安全確認 ▶ 室内外の安全確認

▶ ケガや急病等における応急手当の方法（実践） ▶ 「ヒヤリハット」時の事故
防止意識の再確認等 ▶ 事故発生時における退所方法及び連絡体制 ▶ 事故
等発生後における詳細な内容等の報告

◇施設外の活動やその他児童の移動のために自動車を運行するときは、点呼等
により確認をしてください。

昨年の指導監督では、救急救命の実技講習を1年以上していない方がおりました。年に１
回実技講習による訓練への参加をお願いします。

７ 事故発生時に適切な救急処置が可能になるよう、実技講習を定期的
に受講していること。
定期的に心肺蘇生法等の実技講習を受講してください。

８ 事故発生時の体制を整え、適切な対応を図ってください。
▶ 賠償責任保険等への加入 ▶ 事故発生時の記録および相模原市へ報告
▶ 事故が発生した場合、当該事故の状況及び当該事故に際してとった処置
について記録をする。

▶ 重大事故が発生した場合、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結
果を踏まえた措置をとること。
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書面への掲示とともにイン
ターネットでの掲示が義務
付けられました。詳しくは
第５章で説明があります。

指導基準 第８利用者への情報提供

1 施設及びサービスに関する内容を提示してください。

▶ 設置者の氏名又は名称及び事業所の管理者の氏名 ▶ 事業所の名称及び所在地 ▶ 事業を開始した年月日
▶ 保育提供可能時間 ▶ 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事
項並びにこれらの事項に変更を生じた事がある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由

▶利用定員

▶ 保育士その他の職員の配置数又は、その予定 ▶ 設置者及び職員に対する研修の受講状況

▶ 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び金額

▶ 提携している医療機関があれば、病院の名称、所在地及び提携内容

▶ 緊急時における対応方法 ▶ 非常災害対策

▶ 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び金額

▶ 提携している医療機関があれば、病院の名称、所在地及び提携内容

▶ 緊急時における対応方法 ▶ 非常災害対策

▶ 虐待の防止のための措置に関する事項
▶ 設置者が過去に業務停止命令又は、施設閉鎖命令をうけたか否かの別
（受けたことがある場合には、その命令の内容を含む）
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２ サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付

▶ 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
▶ 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

▶ 事業所の名称及び所在地
▶ 事業所の管理者の氏名

▶ 当該利用者に対し提供するサービスの内容

▶ 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険

▶ （提携している場合は）提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容

▶ 利用者からの苦情を受け付ける連絡先

3 利用予定者へ契約内容の説明を適切に行ってください。
サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について

、適切に説明してください。
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指導基準 第９
備える帳簿等

1 利用乳幼児に関する書類等を整備してください。

▶ 乳幼児の生年月日及び健康状態
▶ 保護者の連絡先
▶ 乳幼児利用記録ならびに契約内容
書面検査エクセルファイルのシート名「生活記録票」参考してください。

▶ 利用乳児及び保護者の氏名



第3章 幼児教育・保育の無償化について
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1 制度の概要
幼児教育・保育の無償化とは？

令和元年10月からスタート。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児クラスの全ての
子どもたち、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもたちの利
用料が無料。
（令和6年9月末までは経過措置により、「指導監督基準を満たす旨の証明書」
が交付されていない施設も対象でしたが、10月からは次の通りです。）

令和６年１０月以降

令和6年10月以降は、無償化の経過措置の終了に伴い、『認可外保育施設指
導監督基準を満たす旨の証明書』が交付されていない場合は、無償化の対象
外となりますのでご注意ください。
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〇認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書は、児童福祉法第５９条に基
づく立入り調査又は、集団指導(書面検査）の結果、 「認可外保育施設指導監督基
準」の項目を全て満たしている施設に対し、交付されます。

上記の条件で対象施設となります。
利用者は別に市へ手続きをする必要があります。

▶ 利用者が市へ「子育てのための施設等利用給付認定申請書（無償化申請）」を
提出し「子育てのための施設等利用給付認定通知書」を受理していることが条件１、
さらに保育所や幼稚園等と併用していないこと（通っていないこと）が条件２となりま
す。

交付は
どうす
れば・・
・

２ 幼児教育・保育の無償化の対象施設になるためには、以下の条件
が必要です。
▶ 市への届出（設置届）
▶ 市へ申請（特定・子ども子育て支援施設等確認申請書（確認申請））
▶ 認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていること
（令和6年10月以降）
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相模原市の場合です。
他市居住利用者の場
合は、居住の市町村へ
確認してください。

【請求の流れ（相模原市）】

〇事業者は、「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を保護者に発行
をしてください。
▼

〇保護者は、「子育てのための施設等利用費請求書」及 び「領収書兼特定子
ども・子育て支援提供証明書」を保育課に提出します。（初回は口座を登録する
必要があります）
▼

〇保護者の指定口座に振り込みます。

▶ 保育所、幼稚園等を利用しておらず、（通っていない(併用不可））子育て
のための施設等利用給付２号または、３号認定をお持ちの方（認定通知を
受取っている方）で・・・
【お子さんが市町村の確認を受けた居宅訪問型保育事業（ベビーシッター）
を利用した場合】

月額￥37,000（３歳児～５歳児）
￥42,000（住民税非課税世帯の０歳児～２歳児）
を上限に支払った利用料に対して給付されます。
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第４章 事故防止について

＼こどもの重大事故を防ぐためのポイント／
1 食材については次のことに気を付けましょう。

▶ 子どもの年齢月齢によらず、普段食べている食材が窒息につながる可能性

があります。

▶ まるいもの・かたいもの・粘着性が高い性質の食べ物は避けましょう。

▶ りんごは基本的に使用を避け、離乳食完了期までは加熱して与えましょう。

2 食事の与え方・介助の仕方に配慮しましょう。

▶ 子どもの口に合った量で与え、汁物などの水分を適切に与えましょう。

▶ 子どもの意思（無理に食べさせない）に沿うタイミングで与えましょう。

▶ 食事中に驚かせないようにしましょう。

※第４章は、「新年度における教育・保育施設等の事故防止に向けた取組の徹底について（令和６年３月
２９日付け事務連絡）より抜粋」
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🔶食べ物を口にいれたままで走ったり、寝転んだり、笑ったり、泣いたり 、驚
いたり、声を出したりしたあと 一気に息を吸い込むと、口の中の 食物が気
管支に吸い込まれて、窒息誤嚥のリスクがあります。 注意しましょう！！

3 子供の様子を共有・観察しましょう。

▶ 保育従事する前に保護者とこどもの食事に関する情報を共有する。
（食事に関する行動の発達状況、当日の健康状態など）

▶ 食べ物を飲み込んだことを確認する。
▶ 食事中に眠くなっていないか・姿勢よく座っているかを注意する。



たべるときにひそむリスク
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🔶こどもは、奥歯が生えそろわず
かみ砕く力や飲み込む力が十
分ではない。
🔶硬くてかみ砕く必要のあるナッ
ツ豆類などをのどや、気管に
詰まらせて窒息したり、小さな
かけらが気管に入り込んで
肺炎や気管支炎をおこしたり
するリスクがあります。



【補足事項】
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教育・保育施設においては、これまでも、りんごやパン、ぶどうなどによ
る誤嚥事故が発生しています。

昨年度は、すりおろしりんごを食べたこどもの事故や、小学校給食にお
いて、うずらの卵を喉に詰まらせこどもが窒息する事故が発生している。
こどもの年齢月齢によらず、普段の介助及び観察をすること。

りんごは、咀嚼により細かくなったとしても食塊の固さ、切り方によって
はつまりやすいため、（離乳食）完了期までは加熱して提供すること。



ねるときのリスク
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1 乳児の睡眠中は次のことに気をつけましょう。

▶ 子どもを一人にしない。

▶ あおむけにねかせる。

▶ やわらかい敷布団、重い掛け布団、ぬいぐるみ等を使用しない。『✖印』

▶ ヒモまたはヒモ状のものを置かない。『✖印』



2 乳児の様子を確認しましょう。
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ひも・コード やわらかい敷布団

重い掛け布団うつぶせ寝
よだれかけ

人形・布

▶ 口の中に異物や、ミルクや食べたもの等の嘔吐物がないか確認する。
▶ 定期的に子どもの身体に触れて呼吸・体位、睡眠状態を点検する。
（職場のマニュアルやチェック表などに合わせる）

▶ 預け始めの時期は特に注意深く見守る。



【補足事項】
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◆ 睡眠チェック表を作成しチェックしましょう！！ ◆
・ 0、１歳児は5分おき、２歳以上は１５分おきにチェック
・ 体の向き（体勢） ↑上向き（仰向け） → ←横向き うつ伏せ（体勢変更する）
・ 〇は、起床
・ 体はうつ伏せだが顔が横向きの場合 ・・・ うつ伏せとみなし、体勢を変更する 参考様式
は自己点検シートの睡眠チェックシートを参考にしてください。

教育・保育施設等においては、これまでにも、睡眠中に、うつぶせ寝の
状態で発見される死亡事故が繰り返し発生している。
昨年１２月に発生した乳児の死亡事故も、当該施設においては、乳児
を寝かせる場合に、うつぶせ寝のまま寝かせることがあり、仰向けで寝
かせるなどの窒息や乳幼児突然死症候群（SIDS)等への配慮が不十分で
あったこと、また、睡眠中のこどもの顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察
していなかったことが所轄自治体の立入調査により判明しました。
睡眠中の様子について、状況をきめ細かく観察するようにしてください。



応急処置

もし・・、こどもの誤嚥や窒息などが起きてしま
ったら、一刻も早い手当てが必要です。

すぐに119番通報・応急処置を開始しましょう。
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【参考資料】
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〇教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
（平成２８年３月）内閣府、文部科学省、厚生労働省

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline/

〇令和５年度子ども・子育て支援調査研究事業『教育・保育施設等における「教育・保育
施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」等の効果的な
周知方策についての調査研究』
【実施者：PwCコンサルティング合同会社】

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/trck-record/accident-prevention-at-
nursery

-facilities.html

相模原市マスコットキャラクター
「さがみん」

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/guideline/
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/trck-record/accident-prevention-at-


睡眠中の確認／主なチェックポイントをまとめました参考にしてください。
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温度 湿度

冬 20～２３℃ 約６０％

夏 ２６～２８℃ 約６０％

□ カーテンは直射日光や寒さ防止等、必要な場合を除いて、基本的には明るさの確保のた
め開けておく
□ 換気を行っているか □ 敷布団は固めのものか□ 掛け布団は軽いものか
□ 枕は使用していないか□ 布団やコットは観察しやすいか
□ 室内の照明は顔色等が観察できる明るさか□ 体調等いつもと違う様子はないか
□ 水分補給はできているか口 口の中に何も入っていないか
□ よだれかけは、はずしているか
□ 周囲に「ぬいぐるみ」「おもちゃ」「タオル」「コード等のヒモ状のもの」はないか
□ おもちゃ等を持っていないか

□ すき間に顔が埋まらないよう布団のすき間をあけている、もしくはすき間なくつめているか
□ 寝かしつける時から仰向けにしているか
□ 睡眠中は床暖房やホットカーペットを使用しない（暖めすぎの防止）
□ 部屋は暖めすぎていないか
温度湿度は児童が生活する高さに設定、冷房は床面の温度が２~３℃低い場合があ
るため睡眠時は留意してください。



誤嚥・誤食・窒息事故防止／主なチェックポイントをまとめました参考にしてください。
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３ 食事時間
□ ゆったりとした保育の流れとなるよう工夫
しているか
□ 食事前に水分を摂ったか
□ つめ込まないよう指導できているか
□ 食べるスピードが速すぎないか
□ よく噛むよう指導できているか
□ 「笑う」「泣く」が起きた時には詰まらないか
どうかを観察できているか
□ 眠くなっている時に無理に口の中に入れて
いないか
□ 食べ終わりに口の中が空になっていること
を確認したか

１ 環境
□ 食事・食具は適切か
□ 机・椅子の高さは適切か
□ 慌てて配膳していないか

（誤配膳防止を含む）
２ 食品の形態
□ 大きさ・形状・温度・量・粘着度等は適切か
□ 個々に応じたひと口の量・大きさに調整
しているか

□ 誤嚥・誤飲・窒息につながるものを持ち込んだり、身につけていないか

（家庭や園外から、おもちゃ、小石や木の実等の自然物、菓子・雑貨、フード付き上着等を持参していないか）

□ 発達に応じたおもちゃを選択しているか （素材や大きさなど）
□ ボタンや髪留め、飾りやアクセサリー、ビニール袋等が身近にないか
□ こどもの手の届く場所に危険なものがないか （口に入るものなど）
□ 薬品、洗剤、肥料の管理が徹底できているか
□ 菜園活動中や散歩中等に、作物や木の実等を口に入れていないか
□ 異年齢が一緒に遊ぶ場合は、状況に応じたおもちゃを選択しているか、または、コーナーに分かれ
て遊んでいるか

食事以外（保育時間中）
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子ども・子育て支援情報公表システム「ここｄｅサーチ」への登録と公表

▶ 子ども・子育て支援情報公表システム（ここｄｅサーチ）とは
子ども家庭庁にて運用している、全国の教育・保育施設等の情報が閲覧可能となる
サイトです。居宅訪問型保育事業の情報も含まれます。

デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、児童福祉法が改正され、
令和６年度４月１日から施行されました。提供するサービス内容について、現行の「書
面での掲示」に加え「インターネットでの掲示」が義務化されました。登録と掲載の内容
は次のとおりです。相模原市に届出されている施設は、子ども・子育て支援情報シス
テム（ここdeサーチ）への登録及び掲載がされます。
□登録のみ（掲載しない情報）
個人事業主の情報(氏名、フリガナ、郵便番号、住所、電話番号)
□登録と掲載する情報
〇事業所の名称 〇所在地（区市町村名まで）〇事業開始年月日 〇保育提供可能時間
〇提供するサービスの内容 〇提供するサービスの利用料金 〇保育料以外の実費
〇利用料金に変更を生じたことがある場合、そのうち直近のものの内容と理由 〇保有する資格等
〇研修等の受講状況 〇契約している保険の種類、保険事故、保険金額
〇提携している医療機関の名称、所在地、提携内容〇緊急時等における対応方法
〇非常災害対策〇虐待の防止のための措置に関する事項
〇過去に児童福祉法第59条第5項の命令（事業停止命令又は施設閉鎖命令）を受けたことがあるか（他自治体に
よるものを含む）

第５章 その他

公表に伴
う調査を５
月に実施
しました。
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今年度の集団指導と書面検査日程

＼集団指導／
受講期間； ８月１５日（木）まで 受講確認も同日まで

＼書面による検査／
書類提出期日； ９月１３日（金）まで 添付資料とともに提出を

期限厳守！！期限を超えた提出は受け付けしません。

◇年一回健康診断、救急救命実技講習 忘れていませんか。

◇食事を提供をしているのに、細菌検査を毎月実施するのを忘れていませんか。

◇年に１回以上の研修への参加を忘れていませんか。相模原市保育課でも研
修事業を行っています。🎤
◇年に１回救急救命実技講習の参加を忘れていませんか。日赤や、消防署で
受講をお願いします。
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（再掲：重要！）居宅訪問型保育を行う場合の資格

＼経過措置終わります。／
今年９月３０日(月）で経過措置が終わります。資格なく現在活
動されている居宅訪問型保育事業者の方は、速やかに、子育て
支援員研修の受講をお願いします。

ポピンズURL https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/

神奈川県URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/shienin/1386_0_20
18kosodate.html

子育て支援員研修

▼

相模原市マスコットキャラクター
「さがみん」

https://poppins-education.jp/kosodateshien_kanagawa/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/shienin/1386_0_20
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（再掲）健康診断

安全衛生規則に基づく健康診断の検査項目は次のとおりです。

①既往的及び業務歴の調査 ②自覚症状及び
他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部Ｘ線検査及び喀痰検査

⑤血圧の測定 ⑥貧血検査（血色素量・赤血球
数）
⑦肝機能検査 (AST(GOT）、ALT(GPT）、γ－GTP)
⑧血中脂質検査（総コレステロール、ＨＤＬコレス
テロール、トリグリセライド）
⑨血糖検査 ⑩尿検査(尿中の糖および蛋白の
有無の検査) ⑪心電図検査

注意！！
「特定健康診査」は、一部
必要な検査項目を満たさ
ず、
文書指導となります。
受検前に検査項目を確認
してください
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手続きに関するお願い

変更届が必要な項目
施設の名称・所在地・連絡先、設置者の氏名
（名称）・住所(所在地）・連絡先・管理者氏名・住所など

＼お願い１／
運営状況報告書や入所児童数報告や集団指導及び書面
検査提出資料及び関係書類の提出は期日も守ってご提
出ください。

＼お願い２／
事業運営にあたって、住所変更等あった場合は速やかに
変更届の提出をお願いします。

相模原市マスコットキャラクター
「さがみん」



おわり

受講お疲れさまでした。
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☆受講後はロゴフォームで受講情報の送信
をお願いします。

☆書面検査提出資料及び必要書類の提出
をお願いします。

相模原市マスコットキャラクター
「さがみん」


